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１ はじめに 

（１）目的 

   岩手県では、高度経済成長期から昭和 50 年代を中心に、社会情勢や県民

ニーズの変化に対応して、数多くの公共施設等を建設し、各種の公共サービ

スを提供してきたが、現在、これら公共施設等の老朽化が進んでおり、今後、

大量に大規模修繕・更新の時期を迎え、多額の経費が必要となることが見込

まれている。 

   人口減少・少子高齢化の進行等により、公共施設等の利用需要も大きく変

化しつつあり、また、財政面では、社会保障関係費等の増加や公債費の高水

準での推移等により、今後も厳しい財政状況が続くものと見込まれている。 

   こうした状況を踏まえ、早急に公共施設等の全体状況を把握し、計画的な

更新や長寿命化、施設配置の最適化により、財政負担の軽減、平準化を図る

など長期的な視点に立った公共施設マネジメントを推進するため、県では

平成 28 年３月に「岩手県公共施設等総合管理計画（以下、「県総合管理計

画」という）」を、令和７年 12 月には「第２期岩手県公共施設等総合管理計

画」（以下「総合管理計画」という。）を策定した。 

   県総合管理計画では、「コスト縮減・財政負担の平準化」「施設規模・配置・

機能等の適正化」「安全・安心の確保」の３つの基本方針を柱とし、９つの

具体的な取組方針に基づき、本県の公共施設等の総合的かつ計画的なマネ

ジメントを推進することとしている。 

   岩手県除雪機械格納庫維持管理計画は、岩手県県土整備部が所管する除

雪施設である除雪機械格納庫（以下、除雪車庫という。）の状況を把握し、

長期的な視点をもって、更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行い、個々

の除雪車庫に係る対応方針を定める計画として位置付けるものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 本県における個別施設計画の位置付け 

　公営企業施設 県立病院等事業施設、電気事業施設など

　岩手県公共施設等総合管理計画（本県の行動計画H28.3）

　公共施設 庁舎等、県営住宅、学校施設など

　インフラ施設 道路、河川管理施設、下水道など

岩手県除雪機械格納庫維持管理計画

インフラ長寿命化基本計画（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 H25.11）

行動
計画

国省庁 　各省庁インフラ長寿命化行動計画

自治体 　公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（H26.4）

海岸保全施設など 
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（２）対象施設 

令和７年４月１日における県土整備部が所管する除雪車庫 48施設のう

ち、延床面積 200 ㎡以上の庁舎等（除雪車庫）33 施設延床面積 17,700.44

㎡を対象とする。  

（３）計画期間 

計画期間は令和７年度から令和 16 年度までとし、施設ごとの具体的な

対策は、今後５年間（令和７年度～令和 11 年度）で取り組むもの。また、

社会情勢の変化や計画の進捗状況を勘案し、概ね５年を目安に計画を更

新する。 

２ 基本的な取組方針 

（１）基本的な取組事項 

建築基準法に基づく定期点検の実施や、施設の耐震化により、県民や施設

利用者等の安全・安心の確保に努める。 

今後は、老朽化に伴う維持管理や修繕、更新等に要する経費の増大が懸念

されることから、施設の利用状況、人口減少による施設利用需要の変化等を

見据えた施設規模・総量等の適正化を図るとともに、計画的な維持管理・長

寿命化を推進する。 

（２）重点取組事項 

 ア 施設保有の最適化に向けた取組 

人口動態など社会情勢の変化に対応し、縮小可能な施設の統合や廃止に

ついて検討するなど、情勢の変化に合せた施設保有の最適化に向けて取り

組む。 

施設保有の最適化の検討に当たっては、類似サービスを提供する民間事

業者との役割分担や連携についても検討する。 

 イ 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

建物性能・劣化度など老朽化の状況や利用状況などを総合的に勘案しつ

つ、今後とも長期間にわたり、県が保有し行政サービスを提供することが

適当な施設を選別して計画的に維持管理と長寿命化を実施する。 

   計画的な維持管理と長寿命化の推進により、公共施設の維持管理や修

繕、更新等に係る中長期的なコストの縮減・財政負担の平準化に取り組

む。 
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ウ 施設利用者等の安全・安心の確保に向けた取組 

計画的な耐震化の推進や定期・日常的な点検・診断結果を受けた適時 

適切な修繕により、公共施設に求められる機能を維持・強化し、県民、施

設利用者等の安全・安心の確保に取り組む。 
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３ 対象施設の現状把握 

（１）所管施設の概況 

所管施設については、岩手県公共施設個別施設計画策定指針（平成 29年

３月。以下「県指針」という。）に基づき、施設概要等記録票（県指針様式

１号）や保全調査・点検等概要記録票（県指針様式２号）等により建物、

電気・機械設備の状況や点検の実施状況等について確認し、施設類型又は

個別の所管施設ごとに検討を行う。 

（２）所管施設の老朽化等の状況 

各所管施設における老朽化等の状況は、保全調査・点検等概要記録票（県

指針様式２号）及び岩手県公共施設点検マニュアル（平成 29 年３月。以下

「県点検マニュアル」という。）に定める日常点検チェックシート（県点検

マニュアル様式）により確認し、施設類型又は個別の所管施設ごとに検討を

行う。なお、日常点検は年に１回以上実施するものとする。 

 

４ 長寿命化対策の優先順位の考え方 

  将来の人口減少や今後の財政見通しを踏まえ、建物性能、劣化度などの老朽

化の状況や利用状況を総合的に勘案し、「公共施設カルテ」を作成の上、以下

の優先度評価（１次評価、２次評価及び総合判定）により、施設類型又は個別

の所管施設ごとに検討を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            図 施設評価のイメージ 
（１）施設評価（一次評価（定量評価）） 

建物性能と利用状況及び経費効率の２軸評価により、「現状維持」「改善・

見直し」「廃止」の検討を行う。 
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図２ 優先度評価（１次評価）概念図 
 

ア 「利用状況」及び「経費効率」（ソフト面）の評価 

① 次の評価基準等に従い評価し、評価点数を集計する。 

 ■利用状況に関する評価（令和５年度実績値による評価） 

No. 評価項目 
評価
点数 

評価基準 

1 年間利用者数 

2 過去３か年平均と比較して、増えた 

1 過去３か年平均と比較して、やや増えた 

-1 過去３か年平均と比較して、やや減った 

-2 過去３か年平均と比較して、減った 

2 利用状況 
1 有効的・効果的に活用され、遊休設備や空き部屋はない 

-1 
遊休設備や空き部屋がある 
稼働率が２割に満たない部屋が２室以上ある 

3 防災関連施設 1 
災害時の「緊急避難場所」「避難所」に指定されている施設 
災害時に防災拠点として使用する施設 

 

 ■経費効率に関する評価（令和５年度実績値による評価） 

No. 評価項目 
評価
点数 

評価基準 

1 年間コスト 
1 過去２か年平均と比較して、改善した 

-1 過去２か年平均と比較して、悪化した 

2 
１㎡当たりの維持管
理費 

2 他施設と比較してかなり少ない 

1 他施設と比較して少ない 

-1 他施設と比較して多い 

-2 他施設と比較してかなり多い 
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3 
利用者 1 人当たりの
県負担額 

2 他施設と比較してかなり少ない 

1 他施設と比較して少ない 

-1 他施設と比較して多い 

-2 他施設と比較してかなり多い 

4 
支出に対する直接的
収入の割合 

2 かなり多い 

1 多い 

-1 少ない 

-2 かなり少ない 

 ②点数化した利用状況及び経費効率の２軸で類型化し、課題と対応策について整理する 

③利用状況及び経費効率の集計点を合計し、ソフト面の評価点数とする。 

イ 建物性能（ハード面）の評価 

     次の評価基準等に従い評価し、評価点数を集計する。 

 

 ■建物性能に関する評価（令和５年度実績値による評価） 

No. 評価項目 評価
点数 

評価基準 

1 耐震性 2 新耐震基準施設（昭和 57 年以降に建設された施設） 

2 耐震改修不要 
（昭和 56 年以前に建設された施設で、耐震診断の結果耐
震改修不要） 

2 耐震改修済 
（昭和 56 年以前に建設された施設で、耐震改修済） 

-2 耐震診断未実施、耐震改修未実施 
（昭和 56 年以前に建設された施設で、耐震診断未実施・
耐震改修未実施） 

2 老朽化 

(日常点検) 

2 点検結果 修繕の必要性低い（危険度：低い） 

1 点検結果 経過観察（危険度：やや低い） 

-1 点検結果 経過観察（危険度：やや高い） 

-2 点検結果 修繕の必要性あり（危険度：高い） 

3 老朽化 

(改修コスト) 

2 今後５年間で改修予定なし 

1 今後５年間で軽微な修繕や改修予定あり 

-1 今後５年間で大規模改修等の予定あり 

-2 今後５年間で大規模な建替等の予定あり 

4 有形固定資産 

減価償却率 

2 他施設と比較して低い 

-2 他施設と比較して高い 
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日常点検による老朽化の判定については、岩手県公共施設点検マニュアルの

「日常点検チェックシート」に従い、毎年職員が実施する点検結果により判定され

た危険度を用いて評価する。 

ア 危険度の判定 

     危険度は、下記９項目ごとに「劣化度」と「重要度」により判定する。 

 ■劣化度の判定項目・部位 

項目 主な部位 

No.1 外構等 ① 舗装、側溝 

② 塀、擁壁、門、フェンス 

No.2 屋上・屋根 ③ 屋根葺き材、防水層 

④ 屋上金物類（手すり、タラップ、雨樋、看板等） 

No.3 外壁 ⑤ 外壁 

⑥ 屋外階段、給排気口 

No.4 外部建具 他 ⑦ 外部建具、外部金物類 

⑧ 外部階段、バルコニー 

No.5 内部 ⑨ 天井、内壁 

⑩ 階段、手すり 

No.6 電気設備 ⑪ 受変電設備、自家用発電設備 

⑫ 分電盤設備、照明設備 

No.7 給排水設備 ⑬ 給水設備、排水設備 

⑭ ガス設備 

No.8 空調設備 ⑮ 暖房・空調・換気設備 

No.9 防災設備 ⑯ 防火戸、自動火災報知設備 

⑰ 消火設備、排煙設備 

 ９つの項目ごとに異常の有無等（Ａ～Ｃ）による点数で、その項目の危険度を判定します。 

                ＝              ＋  

※劣化度・・・施設の劣化状況を点検し、判断します。 

※重要度・・・建物全体の安全性・機能性の確保に及ぼす影響 

イ 危険度の算定 

 ＝               ＋   

        劣化度  重み付け（12 点） × 劣化度（5.3.1 点） ＝ 60～12 点 

        重要度  重み付け（10 点）） × 重要度（4.3.2.1 点） ＝ 40～10 点 

     ※ 重み付けとは、評価する項目ごとに、それぞれの重要度に応じて 5.3.1 などの 

重みを付け、集計して評価する方法。  

老朽化の判定方法 

危険度 100 点 劣化度（60 点） 重要度（40 点） 

項目の危険度 劣 化 度 重 要 度 
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 ■劣化度・重要度の判定基準等 

項目 配点 判断基準 

劣化度 5 点 著しく劣化が進んだ状態 

3 点 少し劣化が進んだ状態 

1 点 健全な状態 

重要度 4 点 特に安全性に関わる 

3 点 計画保全にすべき 

2 点 計画保全が望ましい 

1 点 適正維持管理 

 

 ９つの項目ごとに危険度を算定し、それらの平均値を「老朽化（日常点検）」の評価

点数とする。 

 

ウ 「ソフト面」と「ハード面」の２軸評価 

     利用状況及び経費効率によるソフト面の評価と、建物性能によるハード面の

評価を２軸で類型化し、一次評価（定量評価）の結果とする。 

 
 

（2） 施設評価（二次評価（定性評価）） 

二次評価（定性評価）は、一次評価の結果を踏まえて「施策上等の必要性」及

び「代替の可能性」の観点について、次の評価基準等により評価を行い、それぞ

れの評価を分析し、二次評価の結果とする。 
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 ■施策上等の必要性に関する評価 

No. 評価項目 評価 評価基準 

1 設置目的の有効性 
高 施設の設置目的と現在の利用状況が合致している 

低 施設の設置目的と現在の利用状況が合致していない 

2 法令等の設置義務 
高 施設の設置が法律により義務付けられている 

低 施設の設置が法律により義務付けられていない 

3 施策上の必要性 
高 施策の目的を達成するための必要性が高い 

低 施策の目的を達成するための必要性が低い 

4 建物の必要性 
高 施設の機能（目的）を提供するために建物が必要不可欠 

低 
施設の機能（目的）を提供するために建物が必要とは言い
難い 

 

 ■代替の可能性に関する評価 

No. 評価項目 評価 評価基準 

1 
市町村・民間移管の 
可能性 

高 市町村・民間事業者に当該施設を移管することができない 

低 市町村・民間事業者に当該施設を移管することができる 

2 
他の県有施設との 
集約化等の可能性 

高 他の県有施設との集約化等ができない 

低 他の県有施設との集約化等ができる 

3 
近隣類似施設に 
よる代替の可能性 

高 
近隣の類似施設へ当該施設の機能を移転することができな
い 

低 近隣の類似施設へ当該施設の機能を移転することができる 

 

 

（3） 今後の方向性 

一次評価（定量評価）及び二次評価（定性評価）の結果を勘案し、総合的に個

別施設の「今後の方向性」を判定する。 

「今後の方向性」は、機能と建物の観点から、それぞれ次のとおり とする。 

 

 ■機能の方向性 

区分 判断基準 

現状維持 現在の機能を現在の場所で維持する 

機能移転 現在の機能を他の公共施設又は別の場所に移転する 

複合化 現在の機能を異なる機能を有する建物とまとめる 

集約化 現在の機能を同じ機能を有する建物とまとめる 

廃 止 現在の機能を廃止する 
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 ■建物の方向性 

区分 判断基準 

現状維持 現在の建物を適正な日常補修を実施し、維持する 

更 新 現在の建物を更新する（建て替え） 

長寿命化改修 
現在の建物を築後概ね 45 年経過時に劣化状況等を総合的に判断し、長寿命化
改修（大規模改修）を実施する 

耐震診断 現在の建物が耐震診断未実施であるため、耐震診断を実施する 

耐震改修 現在の建物が耐震改修未実施であるため、耐震診断を実施する 

貸 付 現在の建物を民間事業者等へ貸し付ける 

解 体 現在の建物を解体し、解体後の土地を活用する 

売却・移管 現在の建物を土地と併せ市町村や民間事業者等に売却する 

 

 

 ■長寿命化対策の優先度評価 

 

 

機能の方向性と建物の方向性による評価を組み合わせて、更新・長寿命化対策に係る対

象経費の平準化を図るための優先順位づけの指標として活用する 
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５ 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

（１）長寿命化対策の概要 

  建物性能・劣化度など老朽化の状況や利用状況などを総合的に勘案し、施

設の長寿命化を図りつつ、以下のような対策を計画的に行う。 

ア 修繕（更新） 

   部位・部材の耐用年数を考慮して定期的に実施するとともに、発注に当た

っては、仮設コストの縮減や工期の短縮等のため工事の一括発注について

も考慮する。 

【目標修繕（更新）周期】 

20年 40年 60年 

屋上防水・外壁塗装 

空調熱源 

ポンプ類 

躯体以外の建築全般 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 

屋上防水 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 

イ 大規模修繕（リノベーション） 

   社会経済情勢の変化等により高まる要求性能に対応させる必要がある施

設について、適切な時期を設定し効率的に実施する。 

（２）施設の目標使用年数 

長寿命化対策の実施を前提として、計画的な修繕・改修を実施することで、

できるだけ使用年数を延伸しながら状況に応じて適正に対応する。 

 

６ 施設保有の最適化に向けた取組 

（１）社会情勢等の変化への対応 

   社会情勢等の変化に対応し県施策を遂行していく上で重要な施設であり、

当面、現有施設のうち必要な施設は、行政機能が発揮できるよう施設を維持

していく。 

（２）対象施設の方向性 

除雪機械格納庫は、冬季間の安全で円滑な通行を確保する上で重要な施 

設であり、重要な役割を持つ施設であることから、長寿命化を図りながらそ

の機能を維持していく。 
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No. 振興局 名称 所在地
建物面積

(m2)
建築年度 構造

法定耐用
年数

経過年数
今後の方向性
（たたき台）

1 盛岡 みたけ 岩手県盛岡市みたけ2-2 870.00 1977 S造 31 48 現状維持

2 盛岡 湯沢 岩手県盛岡市湯沢17地割12番 680.00 2006 S造 31 19 現状維持

3 盛岡 岩洞 岩手県盛岡市玉山区薮川字外山43番 783.98 1984 S造 31 41 現状維持

4 盛岡 雫石 岩手県岩手郡雫石町七ツ森80-5 1,504.65 2014 S造 31 11 現状維持

5 岩手 大更 岩手県八幡平市大更第18地割88 655.50 2012 S造 31 13 現状維持

6 岩手 葛巻 岩手県葛巻町第20地割字堀の内54番3 440.40 1982 S造 31 43 現状維持

7 岩手 安代 岩手県八幡平市叺田236番2 443.72 1980 S造 31 45 現状維持

8 岩手 寄木 岩手県八幡平市松尾寄木第13地割87番3 399.63 1979 S造 31 46 現状維持

9 花巻 花巻 岩手県花巻市西宮野目第13地割111番14 556.93 1983 S造 31 42 現状維持

10 花巻 下似内 花巻市下似内第2地割144-1 1,265.73 2020 S造 31 5 現状維持

11 北上 北上 岩手県北上市北鬼柳町21番123番 611.34 1979 S造 31 46 現状維持

12
北上

(西和賀)
湯之沢 岩手県和賀郡西和賀町湯之沢35地割69ｰ1 425.00 1986 S造 31 39 現状維持

13 北上 夏油 岩手県和賀郡岩崎2地割56番８ 480.40 1995 S造 31 30 現状維持

14
北上

(西和賀)
湯田 岩手県和賀郡西和賀町湯田21地割54番19 490.00 1979 S造 31 46 現状維持

15
北上

(西和賀)
沢内 岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割161番 314.13 1975 S造 31 50 現状維持

16 県南 水沢 岩手県奥州市水沢聖天２３番２ 604.50 1980 S造 31 45 現状維持

17 県南 江刺 岩手県奥州市江刺岩谷堂字前田１３９番１ 363.48 1984 S造 31 41 現状維持

18 一関 一関 岩手県一関市山目字三反田152-1 498.00 1980 S造 31 45 現状維持

19 千厩 千厩 岩手県一関市千厩町千厩字久保田18-1 336.00 1978 S造 31 47 現状維持

20 大船渡 大船渡 大船渡市日頃市町字中板用1番4 608.87 1982 S造 31 43 現状維持

21 大船渡 住田 気仙郡住田町世田米字小股262-10 408.67 2003 S造 31 22 現状維持

22 遠野 遠野 遠野市下組町11-7 529.68 1979 S造 31 46 現状維持

23 沿岸 仙人峠 釜石市甲子町第１地割90番地21 426.00 2013 S造 31 12 現状維持

24 宮古 鈴久名 宮古市鈴久名第１地割18番78 337.61 2001 S造 31 24 現状維持

25 宮古 払川 宮古市津軽石第10地割325番 294.45 1969 S造 31 56 現状維持

26 岩泉 岩泉 下閉伊郡岩泉町字松橋24-3 516.70 1981 S造 31 44 現状維持

27 岩泉 三田貝 下閉伊郡岩泉町門字南三田貝1-21 363.00 1993 S造 31 32 現状維持

28 県北 大川目 岩手県久慈市大川目町第26地割33番地3 658.38 1981 S造 31 44 現状維持

29 県北 滝ノ沢 岩手県久慈市山形町川井第11地割字滝ノ沢25番１ 297.35 1997 S造 31 28 現状維持

30 県北 川井 岩手県久慈市山形町川井第13地割20番１ 337.61 1977 S造 31 48 現状維持

31 二戸 二戸 二戸市福岡字八幡下77番4 426.25 1977 S造 31 48 現状維持

32 二戸 軽米 九戸郡軽米町大字軽米第８地割字大軽米193番38 456.30 1989 S造 31 36 現状維持

33 二戸 一戸 二戸郡一戸町小鳥谷字稲荷地内 964.35 2017 S造 31 8 現状維持
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７ 計画期間中における長寿命化等対策の取りまとめ 

（１）長寿命化等対策の方向性 

優先度評価結果に従って、中長期保全計画表（県指針様式４号）等を基に

平準化を考慮し、施設ごとに対策の方向性を整理する。 

県として提供する施設サービスの重要性が高く、今後も県としてサービス

を提供する必要がある施設は、施設の老朽化の状況に応じて、修繕・改修に

よる対策を講じる。 

（２）長寿命化等対策の内容と実施時期 

優先度評価結果に従って、中長期保全計画表（県指針様式４号）等を基に

更新施設が重複する場合は、複数年度に調整する等の平準化を図り、施設ご

との対策の内容と実施時期を整理する。 

なお、総合判定が現状維持と判定された施設については、原則として修繕

等は行わないこととするが、日常点検等で必要と判断された場合においては、

修繕等を実施する。 

（３）計画期間中の概算経費 

  ア 今後５年間で必要な対策経費  

概算経費：1.2 億円 

  イ 今後 30 年間で必要な対策経費 

    概算経費：30 億円 
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